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各 部 
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京都市消防団員服制規程の一部を次のように改正する。  

  平成２２年６月４日  

京都市消防局長 三 浦 孝 一   

別表第１の部分中  
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改める。  

別表第１雨衣の項中「下衣

別表第１手袋の項中「黒色

 別表第１第６図１を次のよ

第６図 活動服 
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衣」を「ズボン」に改める。  

色の革製」を「布地又は皮革製」に改

ように改める。  
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別表第２機甲分団ベストの項を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第２第７図の次に次の１図を加える。  

第８図 応急救護分団被服 

 １ 上衣制式 
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 ２  ズボン制式   
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 ３  応急救護分団被服用バンド 

         

 

 

 



 

附 則 

この訓令は，公布の日から施行する。 

                 （消防局総務部庶務課） 

                  

 

 

 

 

 

 

 


